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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】高い透明性と適度な柔軟性を有し、且つ経時に
よって可塑剤のブリードが生じない透明不燃シートの提
供
【解決手段】ガラス繊維織布２に、熱可塑性樹脂３が含
浸している透明不燃シート１であり、熱可塑性樹脂３は
、スチレンとブタジエンの共重合体を水素添加したスチ
レン系熱可塑性エラストマーであり、該水素添加された
ブタジエン部分のＳＰ値が１７．５（Ｊ／ｃｍ３）０．

５以上であり、全光線透過率が８０％以上で、且つヘイ
ズ値が３０％以下であり、好ましくはガラス繊維織布２
と熱可塑性樹脂３との屈折率差が０．０３以下である透
明不燃シート１。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガラス繊維織布に、熱可塑性樹脂が含浸している透明不燃シートであり、
　前記熱可塑性樹脂は、スチレンとブタジエンの共重合体を水素添加したスチレン系熱可
塑性エラストマーであり、
　該水素添加されたブタジエン部分のＳＰ値が１７．５（Ｊ／ｃｍ３）０．５以上であり
、
　全光線透過率が８０％以上で、且つヘイズ値が３０％以下であることを特徴とする透明
不燃シート。
【請求項２】
　前記ガラス繊維織布と前記熱可塑性樹脂との屈折率差が０．０３以下であることを特徴
とする請求項１に記載の透明不燃シート。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ガラス繊維織布に熱可塑性樹脂を含浸させた透明不燃シートに関し、詳しく
は、前記熱可塑性樹脂として、スチレンとブタジエンの共重合体を水素添加したスチレン
系熱可塑性エラストマーを用いた透明不燃シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガラス繊維織布に樹脂を含浸した不燃又は難燃シートは、火災時等の煙の充満を防ぐ防
煙垂壁・垂幕又はカーテン、装飾物であると同時に天井からの落下物を受け止める役割も
果たす天井用垂幕などの素材として用いられている。
【０００３】
　このガラス繊維織布と樹脂からなるシートとしては、前記樹脂として、熱硬化性樹脂を
用いた特許文献１や、塩化ビニル系樹脂といった熱可塑性樹脂を用いた特許文献２や特許
文献３が存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１１９６０１号公報
【特許文献２】ＷＯ２００９／０６３８０９号公報
【特許文献３】特開２０１５－０７７７５６号公報
【０００５】
　上記特許文献１には、シランカップリング剤により表面処理したガラス繊維織物にジア
リルフタレートと不飽和ポリエステル樹脂からなる熱硬化性樹脂混法物を含浸させた透明
不燃シートが開示されている。
　また、上記特許文献２には、ガラス繊維織物に、塩化ビニル系樹脂を含む樹脂組成物を
含浸させた繊維強化樹脂シートが開示され、特許文献３には更に表面に塩化ビニル樹脂シ
ートを積層させたものが開示されている。
【０００６】
　しかし、前記特許文献１において、熱硬化性樹脂は一般に未硬化の段階では液状のもの
等が多く、粘度等の調整によってガラス繊維織物への含浸が行い易い。また熱硬化後は耐
熱性が高いというメリットがあるが、一方で、硬化時に嫌気環境下にするといった専用の
製造工程を必要としていた。
　次いで、前記特許文献２において、塩化ビニル系樹脂等は、安価であり、コスト面等で
好適である上、自己消火性も有しているため、難燃又は不燃という観点では好ましいが、
一方で、経時で表面に可塑剤がブリードし、表面がべたつく等の問題があった。また、樹
脂とガラス繊維織布との屈折率差や密着性の低さ等からガラス繊維織布が白く浮いて見え
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る白化現象が生じ易いという問題があった。尚、前記ブリード性に関しては、特許文献３
において、４２０を超える高い分子量の可塑剤を使用するなどの対策が検討されたが、完
全に抑制できるものではなかった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、特別な製造工程を必要とせず、高
い透明性を有し、且つ経時によって可塑剤のブリードが生じない透明不燃シートを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明は、（１）ガラス繊維織布に、熱可塑性樹脂を含浸
させた透明不燃シートであり、前記熱可塑性樹脂は、スチレンとブタジエンの共重合体を
水素添加したスチレン系熱可塑性エラストマーであり、該水素添加されたブタジエン部分
のＳＰ値が１７．５（Ｊ／ｃｍ３）０．５以上であり、全光線透過率が８０％以上で、ヘ
イズ値が３０％以下であることを特徴とする透明不燃シート。
　また、（２）前記ガラス繊維織布と前記熱可塑性樹脂との屈折率差が０．０３以下とす
ることが好ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の透明不燃シートは、高い透明性を有し、また、特別な製造工程を必要とせず、
従来公知の方法で効率よく製造することができる。
　また、可塑剤を使用していないため、シート表面への可塑剤のブリードが生じることが
なく、経時による表面のべたつき等が発生しない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の透明不燃シートの一実施形態を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に図面を参照して、本発明の透明不燃シートの好ましい実施形態について、詳細に
説明する。
　尚、本発明でいう「不燃」とは、国土交通省の告示により定められた試験に合格したも
のである。
【００１２】
　図１は、本発明の透明不燃シートの一実施例の断面の概略図を示す斜視図である。
　詳しくは、ガラス繊維からなる縦糸２ａ及び横糸２ｂで構成されるガラス繊維織布２に
熱可塑性樹脂３を含浸させたものである。
【００１３】
　従って、本発明の透明不燃シートは、ガラス繊維織布２を構成する繊維の隙間へ熱可塑
性樹脂３が含浸した状態で構成されており、不燃性に加え、良好な透明性を有するもので
ある。
【００１４】
＜ガラス繊維織布＞
　本発明におけるガラス繊維織布２は、上記の通りガラス繊維からなる縦糸２ａ及び横糸
２ｂから構成される織布である。
【００１５】
　前記ガラス繊維織布を構成するガラス繊維としては、公知のガラス繊維を用いることが
でき、例えば、汎用の無アルカリガラス繊維（Ｅガラス）、耐酸性の含アルカリガラス繊
維（Ｃガラス）、耐アルカリ性ガラス繊維（ＡＲガラス）、高強度且つ高弾性率のガラス
繊維（Ｓガラス、Ｔガラス）等が挙げられる。
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　中でも汎用性や熱可塑性樹脂３との屈折率差の面からＥガラスが好ましく、また、柔軟
性の観点ではＳガラスやＴガラス等が好ましい。
【００１６】
　また、ガラス繊維織布２を構成するガラス繊維は、フィラメントの直径が４～７μｍの
範囲であることが好ましい。ガラス繊維の直径を前記範囲とすることで、繊維織布の強度
が良好であり、且つ繊維間への熱可塑性樹脂３の含浸が良好である。
【００１７】
　更に、前記ガラス繊維織布２は、ガラス繊維織布２を構成するガラス繊維が、シランカ
ップリング剤等で表面処理されていることが好ましい。
　ガラス繊維が前記表面処理されていることで、熱可塑性樹脂３との密着性が高まり、屈
曲時等において、ガラス繊維と熱可塑性樹脂３との剥離によるシートの白化が抑制でき、
良好な透明性を維持することができる。
【００１８】
　また、前記ガラス繊維織布２は、目付け量が２０～１００ｇ／ｍ２で、厚みが２０～１
００μｍであることが好ましい。
　ガラス繊維織布２の目付け量が２０ｇ／ｍ２未満又は厚みが２０μｍ未満の場合、熱可
塑性樹脂３の含浸は良好に行われるが、シートの強度が低かったり、加工時に変形が生じ
るおそれがある。一方、目付け量が１００ｇ／ｍ２を超える又は厚みが１００μｍを超え
る場合、ガラス繊維間への熱可塑性樹脂３の含浸が困難となり、透明不燃シート１の透明
性が低下するおそれがある。
【００１９】
　更に、前記ガラス繊維織布２は、該ガラス繊維織布を構成している隣接する縦糸２ａの
繊維束間の隙間及び隣接する横糸２ｂの繊維束間の隙間が０．５ｍｍ以下であることが好
ましい。前記範囲以上の隙間が存在する場合、不燃性が得られ難くなるおそれがある。
【００２０】
＜熱可塑性樹脂＞
　本発明における熱可塑性樹脂３は、スチレンとブタジエンの共重合体を水素添加処理し
たスチレン系熱可塑性エラストマーであり、該水素添加処理されたブタジエン部分のＳＰ
値が１７．５（Ｊ／ｃｍ３）０．５以上である。
　前記ＳＰ値が１７．５（Ｊ／ｃｍ３）０．５以上であることによって、無機材料との密
着性が向上し、ガラス繊維織布２への熱可塑性樹脂３の含浸が良好であり、且つ屈曲時等
におけるガラス繊維と熱可塑性樹脂３との剥離が生じ難くなり、白化の抑制や、ヘイズ値
を３０％以下とすることが可能となる。
【００２１】
　また、前記熱可塑性樹脂３は、屈折率が１．５３～１．５６のものが好ましい。屈折率
が前記範囲のものであれば、ガラス繊維織布２の屈折率に近く、透明性を得られ易い。更
に、前記範囲内において、ガラス繊維織布２との屈折率差が０．０３以下のものが好まし
く、０．０２以下とするとより好ましい。屈折率差が前記範囲のものであると透明不燃シ
ート中のガラス繊維織布２が目立ち難くなり、高い透明性が得られ易い。
【００２２】
　前記スチレン系熱可塑性エラストマーとしては、例えば、スチレン系モノマーとブタジ
エン系モノマーとのランダム共重合体、又は、スチレン系モノマーとブタジエン系モノマ
ーとのランダム共重合体ブロックと、スチレン系重合体ブロック及び／又はブタジエン系
重合体ブロックからなるブロック共重合体等が挙げられる。
【００２３】
　前記スチレン系モノマーとしては、例えば、スチレン、α－メチルスチレン、ｐ－メチ
ルスチレン、Ｎ，Ｎ－ジメチル－ｐ－アミノエチルスチレン、Ｎ，Ｎ－ジエチル－ｐ－ア
ミノエチルスチレン等が挙げられ、コスト面等から、スチレン、又はα－メチルスチレン
が好ましい。これらスチレン系モノマーは、単独でも２種以上併用してもよい。
【００２４】
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　一方、前記ブタジエン系モノマーとしては、例えば、１，３－ブタジエン、２，３－ジ
メチル－１，３－ブタジエン等が挙げられ、コスト面等から、１，３－ブタジエンが好ま
しい。これらブタジエン系モノマーは、単独でも２種以上併用してもよい。
【００２５】
　尚、前記水素添加処理（以下水添と記載）とは、前記ブタジエンに基づく二重結合を水
添により飽和化する処理である。
　本発明における熱可塑性樹脂３の水添率は９０％以上が好ましく、完全水添されている
ことがより好ましい。
【００２６】
　前記熱可塑性樹脂３の付着量としては、１０～１５０ｇ／ｍ２であることが好ましく、
３０～１５０ｇ／ｍ２であることがより好ましい。前記付着量が１０ｇ／ｍ２未満の場合
、樹脂が少なすぎてガラス繊維を被覆しきれず、高い透明性が得られ難くなるおそれがあ
り、一方、１５０ｇ／ｍ２を超える場合、得られるシートにおける樹脂比率が高くなりす
ぎ、不燃規格の合格が困難になるおそれがある。
【００２７】
＜その他添加剤＞
　前記熱可塑性樹脂３に対し、本発明の効果を阻害しない範囲で、ブリード性を有するも
のを除き、公知の添加剤を添加することもできる。例えば着色用顔料や無機フィラー等が
挙げられる。
【００２８】
　また、本発明の透明不燃シートは、本発明の効果を阻害しない範囲であれば、他の効果
を奏する層を積層することもできる。
【００２９】
＜透明性＞
　本発明の透明不燃シート１の透過率は、スガ試験機株式会社製ヘーズメーターＨＺ－Ｖ
３による全光線透過率で８０％以上であり、より好ましくは９０％以上である。前記透過
率が８０％以上であることによって高い透明性を有し、例えば、防災用のカーテンとして
使用した際はシートの反対側が視認でき、また、防炎垂壁等で天井に吊った際は、照明等
の輝度を過度に低下させることがない。
【００３０】
＜ヘイズ値＞
　本発明の透明不燃シート１のヘイズ値は、３０％以下であることが好ましく、２０％以
下とするとより好ましい。ヘイズ値が前記範囲内であることによって、得られるシートの
反対側の視認性が向上する。
【００３１】
＜柔軟性＞
　本発明の透明不燃シート１は、高い柔軟性を有し、繰り返し屈曲させた際に、屈曲箇所
に折れ皺が入り難いことが好ましい。これにより折り曲げ時にひび割れや白化が生じ難く
、また、災害時等で設置箇所から透明不燃シートが落下しても、決して割れたりせず、破
片等による怪我につながる可能性が低いため好ましい。
【００３２】
＜製造方法＞
　本発明の透明不燃シート１の製造方法としては、以下に示す溶液含浸法やコーティング
法、ラミネート法、等が挙げられ、ガラス繊維間への含浸の観点から溶液含浸法が好まし
い。
【００３３】
＜溶液含浸法＞
　熱可塑性樹脂を、所定の溶媒で所定濃度に溶解・希釈し、熱可塑性樹脂溶液を調整する
（工程１）。次いで、前記工程１で調整した熱可塑性樹脂溶液にガラス繊維織布を浸漬さ
せる（工程２）。前記工程２にて、ガラス繊維織布に前記熱可塑性樹脂溶液が充分含浸し



(6) JP 2017-172085 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

た後に、該ガラス繊維織布を取り出し、ロール圧搾して余分な溶液を絞った後、又はロー
ル圧搾せず自重にて余分な溶液を排除させながら、所定温度で加熱・乾燥させる（工程３
）。
【００３４】
　前記工程１において、熱可塑性樹脂を溶解させる際に用いる溶媒としては、シクロヘキ
サン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、クロロホルム等が使用でき
、中でも作業効率の観点からトルエンが好ましい。
【００３５】
　また、前記工程１における熱可塑性樹脂溶液の濃度としては、１０～３０％とすること
が好ましい。前記濃度が１０％未満の場合、ガラス繊維織布へ溶液の含浸が容易ではある
が、樹脂付着量が少なくなり易く、所定の透明性を得られ難くなるおそれがある。一方、
３０％を超える場合、溶液の粘度が高くなり、ガラス繊維織布へ溶液が含浸し難くなり、
透明性や製造効率が低下するおそれがある。
　この際、前記熱可塑性樹脂溶液の粘度としては５０～２５００ｃｐｓとすると含浸及び
樹脂付着量の面で好ましい。
【００３６】
　更に、前記溶液含浸法で得られた透明不燃シートに、熱プレス等の処理を加え、表面平
滑性を向上させることもできる。
【００３７】
＜ラミネート法＞
　離型シート上にて熱可塑性樹脂シートを成形し、熱プレスで加熱溶融しながらガラス繊
維織布と樹脂を張り合わせ、離型シートを剥離する。
【実施例】
【００３８】
　本発明の透明不燃シートに関し、実施例を用いて詳細に説明する。ただし、本発明の透
明不燃シートはこれら実施例になんら限定されるものではない。
【００３９】
＜使用した試料＞
［用いた樹脂］
・水素添加されたブタジエン部分のＳＰ値が１７．５（Ｊ／ｃｍ３）０．５以上のスチレ
ン系熱可塑性エラストマー
熱可塑性樹脂Ａ：旭化成ケミカルズ株式会社製、Ｓ．Ｏ．Ｅ．Ｓ１６０５（屈折率：１．
５５９）
熱可塑性樹脂Ｂ：旭化成ケミカルズ株式会社製、Ｓ．Ｏ．Ｅ．Ｓ１６０６（屈折率：１．
５３６）
熱可塑性樹脂Ｃ：旭化成ケミカルズ株式会社製、Ｓ．Ｏ．Ｅ．Ｓ１６１１（屈折率：１．
５３）
・水素添加されたブタジエン部分のＳＰ値が１７．５（Ｊ／ｃｍ３）０．５未満のスチレ
ン系熱可塑性エラストマー
熱可塑性樹脂Ｄ：旭化成ケミカルズ株式会社製、タフテックＨ１０４３（屈折率：１．５
４９）
・参考用の樹脂
熱可塑性樹脂Ｅ：塩化ビニル樹脂（屈折率：１．５５９）
熱硬化性樹脂Ｆ：不飽和ポリエステル樹脂（屈折率：１．５５４）
［ガラス繊維織布］
ガラス繊維織布Ａ：屈折率１．５５８のＥガラスからなり、繊維の直径が５μｍ、目付け
量が３１．５ｇ／ｍ２、厚みが２９μｍ、密度（縦／横）が７０／７０本／２５ｍｍのガ
ラスクロス
ガラス繊維織布Ｂ：屈折率１．５５８のＥガラスからなり、フィラメントの直径が４．５
μｍ、目付け量が２３．５ｇ／ｍ２、厚みが０．０２１μｍ、密度（縦／横）が６９／７
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２本／２５ｍｍのガラスクロス
【００４０】
＜各評価＞
［透明性］
　以下の（Ｉ）～（ＩＩＩ）の方法にて透明性について評価した。
（Ｉ）ヘーズメーター（スガ試験機株式会社製ヘーズメーターＨＺ－Ｖ３）にて全光線透
過率を測定した。
（ＩＩ）ヘーズメーター（スガ試験機株式会社製ヘーズメーターＨＺ－Ｖ３）にてヘイズ
値を測定した。
（ＩＩＩ）デジタルマイクロスコープ（キーエンス株式会社製ＶＨＸ－５０００）を用い
、２００倍の倍率でサンプルを観察し、白化面積比率を輝度抽出領域の面積計測にて算出
し、以下の基準で評価した。
◎：１０％未満
○：１０％以上１５％未満
△：１５％以上２０％未満
×：２０％以上
［不燃性］
　発熱性試験を行った結果を以下の（ｉ）～（ｉｉｉ）の基準を確認し、全てクリアした
ものを合格と認定し、一つでも満たさないものを不合格とした。
・輻射電気ヒーターから基材の表面に５０ｋＷ／ｍ２の輻射熱を照射うる発熱性試験にお
いて、次の基準を満たすこと。
（ｉ）加熱開始後２０分の総発熱量が、８ＭＪ／ｍ２以下であること。
（ｉｉ）加熱開始後２０分の最高発熱速度が、１０秒以上継続して２００ｋＷ／ｍ２を超
えないこと。
（ｉｉｉ）発熱性試験後のサンプル状態は、防火上有害な変形、溶融、亀裂、その他の損
傷が生じないこと。
［ブリード性］
　得られたシートを４０℃のオーブンに４８時間曝し、表面の状態を確認し、以下の基準
で評価した。
○：表面の状態に変化はなかった。
×：表面に可塑剤がブリードし、べたつきが生じた。
【００４１】
［実施例１～６、比較例１］
　熱可塑性樹脂Ａ～Ｄを、トルエンで溶解・希釈し、熱可塑性樹脂溶液を調整した（工程
１）。次いで撹拌状態の前記熱可塑性樹脂溶液にガラス繊維織布Ａ又はＢを浸漬し（工程
２）、その後取り出し、温度１３０℃で５分間乾燥させ、透明不燃シートを得た（工程３
）。
【００４２】
［参考例１］
　熱可塑性樹脂Ｅからなるゾルをガラス繊維織布Ａに含浸させ、その後熱可塑性樹脂Ｅか
らなるシートを貼り合わせた。
［参考例２］
　常温２３℃で液状（オイル状）の熱硬化性樹脂Ｆへガラス繊維織布Ａを浸漬し、その後
取り出して温度１５０℃のオーブンで１０分間加熱し、樹脂を硬化させた。
【００４３】
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【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明の透明不燃シートは、高い透明性を有する上、可塑剤のブリードも生じない為、
前記透明性や柔軟性等の物性が経時で低下することもない。従って災害対策用の防煙垂壁
や、装飾と落下物防止兼務の天井用垂幕などの素材に好適に使用できる。
　また、不燃性に加えて高い透明性を有しているため、光拡散性を有する層を積層させた
り、光拡散効果を表面に付与する等、光拡散シート等の基材としても好適に使用すること
ができる。
【符号の説明】
【００４５】
１：透明不燃シート
２：ガラス繊維織布
２ａ：縦糸
２ｂ：横糸
３：熱可塑性樹脂
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